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　扇風機、電気ストーブなどの季節的に使用する電
気器具は、毎年使用する前に必ず点検をしましょう。
　また、使用中に普段と違った音や動きに気づいた
ときは、すぐに使用をやめ、コンセントから差込プ
ラグを抜いて、専門の業者に点検をしてもらいま
しょう。
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　電気器具を本来の用途以外に使用した場合、器具
に負荷がかかり、その結果、過熱して火災になるこ
とがあります。取扱い説明書をよく読み、機能を十
分理解した上で正しく使いましょう。
　また、ヘアードライヤーなどは、スイッチを切り
忘れたり、意図せずに、はずみなどでスイッチが入っ
たりした状態で放置すると
火災の原因となります。使
わないときは、機器のス
イッチを切るだけではなく
差込プラグをコンセントか
ら抜いておきましょう。
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　家電製品やOA機器の普及により、数多くの電気器
具を使用するようになりました。
　このため、コンセントが不足することもあり、タ
コ足配線になりがちです。コンセントの電気の許容
量を超えて電気器具を使用するとコンセントが過熱
し、火災になることもあるので、タコ足配線は絶対
にやめましょう。
　また、プラグにほこりや湿気等が付着したまま長
い間放置しておくと、プラグの両刃間に電気が流れ、
ショートして火災になることがあります（トラッキ
ング火災）。長期間使用しない電気器具のプラグは
コンセントから抜き、掃除の時にプラグに付着した
ほこりなどを取り除くようにしましょう。
　さらに、傷ついたコードを使用したり、束ねた状
態や重い物が載った状態にあったりすると、その部
分に負荷がかかり、断線して、出火する可能性があ
りますので大変危険です。
　傷んだコードは早めに交換し、重い物を載せたり、
束ねた状態での使用はやめましょう。

�������	
�����������

�������	
���

�������	
����

�������	
�������

��������	
�����

�������	
����
�

�������	
�����

　電気器具は便利なものですが、使用

者の取扱いの不注意や誤った使用方法

から火災となる場合があります。

 （左図参照）

　平成１８年の火災件数は全国で５万３，２７６件となっており、その
うち電気火災の件数は７，３１６件で全体の１３．７％を占めている。
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